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○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。１番松岡清悦君。 

○１番（松岡清悦君） 以前に泊川の八森の浄水場の工事をする際に、泊川は農業用水よ

り上部から取水しているわけです。当然水利権があるもんだと私思ってました。当然耕

作者の皆さんは、いや、俺方さ一言もなくその取水所をつくる、あるいは災害用の臨時

の取水設備もしたということで、だいぶ憤慨をしておりました。後で尋ねたところ、正

式なその水利権は発生しないという答弁を聞いたことがあります。ただ、水利権がない

にしろ、下で農業用水路の頭首工あるわけですから、当然その水路を使っている皆さん

には話してしかるべきだったろうということでこれは決着したわけですが、今回のこの

取水箇所が下であるということなので問題はないと思うんですが、水利権の問題、これ

いろんな当時の話だと、その河川の一級とか二級とかという河川のそのランクによって

水利権が発生したりしなかったりすると、こういうことがありました。ですので、その

辺も一度確認した上で今回の工事に入っていただきたいなというふうに考えています。

できたらその水利権の発生するかしないかの周辺のこと、分かったら教えていただきた

い。 

○議長（須藤正人君） 当局の答弁を求めます。田村建設課長。 

○建設課長（田村 博君） ちょっと一級、二級河川についてですが、一級については国

土交通省の方の河川管理になっています。二級については県管理河川ですので、当然新

しく頭首工をつくったり、それから取水をやる場合については、県の方では全て下流側

の関係者から同意書をつけてください、それが条件付になっています。今回についても

調べた結果、漁協さんのみというのであったのでやっています。水沢川、それから塙川、

竹生川、それから真瀬川、これが二級河川、県管理河川ですので、その河川については

全て水利権が発生する場合は下流から必ず同意を取りなさいという、そういう県の指導

を受けております。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。１番松岡清悦君。 

○１番（松岡清悦君） 分かりましたが、同意を得るのと水利権が発生しているかいない

かは、これまた別問題だと思います。同意は同意でいいんです。水利権は権利ですから、

これを権利を無にすると、これは法に触れることになります。ですから、その辺はやっ

ぱりきちっと水利権があるのかないのか、ちゃんと線引きしておいた方がいいのではな

いかと思います。答弁いりません。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。 
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          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより議案第115号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第115号は原案のとおり可

決されました。 

 日程第11、議案第116号、平成26年度八峰町一般会計補正予算（第８号）を議題としま

す。 

 当局の説明を求めます。伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 進君） 議案第116号についてご説明申し上げます。 

 一般会計補正予算であります。 

 議案第116号、平成25年度八峰町一般会計補正予算（第８号）。 

 平成25年度八峰町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 第１条ですが、それぞれの歳入歳出に5,804万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ65億5,551万7,000円とするものであります。 

 それから、２条につきましては、地方債の変更でありまして、第２表地方債補正によ

ります。 

 平成25年12月11日提出 

八峰町長 加 藤 和 夫 

 そういうことで５ページをご覧ください。 

 ５ページ、第２表地方債補正、変更でありますが、段々事業の方も確定してきまして、

それにまた確定見込みがなってきたということで、それに伴うそれぞれの限度額の変更

であります。八森地区統合子ども園整備事業、これにつきましては合併特例債でありま

す。それから、その次の避難路新設事業、これは緊急防災減災債であります。それから

過疎対策事業債、それからもう一つは臨時財政対策債ということで、この中身の詳細に

つきましては、いずれも限度額の変更でありますけれども、この後の歳入の13ページの
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町債の方に出てまいりますので、そちらの方で説明いたします。 

 そういうことで、８ページをご覧ください。 

 まず、歳入です。 

 10款１項１目地方交付税２億2,295万9,000円の補正であります。これは普通交付税の

確定による補正分でございます。 

 その次が14款１項１目民生費国庫負担金144万9,000円の補正であります。これにつき

ましては、自立支援給付費負担金ということで、全協の資料等にも詳細書いてあります

けれども、事業確定によるものであります。内訳につきましては、自立支援給付費が113

万7,000円、それから、障害者医療費が31万2,000円であります。 

 それから、14款２項４目2,876万2,000円の補正であります。これにつきましては、地

域の元気づくり交付金が第２次配分されたということで、その分の補正であります。こ

れは繰越分も含めまして、最終的に３億8,834万4,000円交付されたことになります。 

 それから、その次の５目の災害復旧費国庫補助金ですけれども、284万6,000円の補正

であります。町長の行政報告にもありましたけれども、林道災害で12月４日査定した分

であります。台風18号分ですが、これが母谷山線、それから塙線の２路線分で284万6,000

円であります。この関連予算が30ページの林業施設災害復旧費の方にも出てまいります。 

 それから、15款１項１目の民生費県負担金206万5,000円の減額であります。これにつ

きましては、児童入所施設措置費等負担金の減額でありますが、これは秋田市の若草ハ

イムの方に入所しておりました方が、そちらの方から出所したというか出たということ

で、事業完了に伴うものでありまして、これにつきましては関連予算が18ページの児童

福祉総務費の方に出てまいりますが、これは町負担はなくて県と国が２分の１ずつ負担

するものであります。 

 それから、15款２項１目の総務費県補助金156万9,000円の補正であります。これも町

長の行政報告にありましたように、事業年度が確定したということで生活バス路線等維

持費補助金、これは岩館線ですけれども、これにつきましては81万円、それからマイタ

ウンバス費補助金、これは大久保岱線ですけれども、これが75万9,000円であります。 

 次は10ページであります。 

 ２目の民生費県補助金ですが、３万4,000円の補正であります。これは事業確定に伴う

障害者自立支援臨時対策事業費補助金であります。これは精算によるものであります。 

 それから、16款２項１目の不動産売払収入135万9,000円の減額補正でありますけれど
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も、これも町長の行政報告にありましたように、当初、ナラ枯れ病対策ということで町

有林、ナメトコ沢の町有林の更新伐採事業をやるということであったわけですけれども、

なかなか水利の関係等で、水の心配等でですね地元の理解が十分得られなかったという

ことで、全額今回減額するというものでございます。 

 それから、その次の18款１項１目介護保険特別会計繰入金182万1,000円の補正であり

ます。これは平成20年度事業の精算によるものであります。介護保険特別会計から182

万1,000円繰り入れるというものであります。これも17ページの介護保険費の方に歳出が

出てまいります。 

 それから、18款２項１目財政調整基金繰入金２億円の減額であります。これ当初、２

億円財調を取り崩すという予定でありましたけれども、地方交付税措置が確定いたしま

して、それで取り崩さなくてもよくなったということで今回、繰入金を２億円減額する

ものであります。 

 次に、19款１項１目繰越金、補正財源の不足分に3,356万1,000円充てるというもので

ありまして、これは前年度繰越分であります。これで残った留保額ですけれども、２億

3,221万4,000円となります。 

 それから、20款４項３目の雑入557万2,000円の補正であります。これは教育ＩＣＴ事

業が完了したということでＮＴＴの方から70万円入ってくると。それから、蝙蝠淵地区

共同受信施設地上デジタル放送導入工事収入ということで487万2,000円ですけれども、

これは地デジの難視聴を解消するということで２件分でありまして、これも町負担が全

然かからなくて社団法人デジタル放送推進協議会の方から415万8,000円、それから受益

者の方から３万5,000円の２件分で７万円、それから、あとの残分がＮＨＫから64万4,000

円来るということで、この関連予算も15ページの方に出てまいります。 

 それから、21款１項の町債でありますけれども、先ほどの地方債の限度額変更ありま

したけれども、その中身であります。１目の総務債ですけれども、トータルでは500万円

の減額であります。臨時財政対策債ですけれども、これにつきましては当初２億円借り

るということにしてあったんですが、政府資金の割当充当額が１億8,500万円来たという

ことで、今回少しでも減らそうということで1,500万円を減額するものであります。それ

から生活基盤整備事業債1,000万円ですけれども、これも行政報告にありましたようにリ

フォーム事業が順調に進んでいるということで、また1,000万円追加するということで、

それの資金であります。過疎のソフト分であります。 
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 それから、２目の民生債2,880万円の減額であります。これにつきましては、八森地区

子ども園の建設事業債でありますけれども、当初合併特例債を使う予定であったわけで

すけれども、先ほど言いましたように元気地域づくり交付金が２次配分されたというこ

とで、そちらを使うということでこちらの方を減額しようというものであります。 

 それから３目の衛生債10万円の減額でありますが、これにつきましてはレントゲンを

今回買ったわけですけれども、それで落札して入札差額出た分をそのまま10万円減額し

ようというものであります。 

 それから、４目の農林水産業債500万円の減額であります。これにつきましては、県営

林道の峰浜線、今やっているわけですけれども、皆さんご承知のとおり今回事業費がいっ

ぱい出ているということで、県がこの事業を今年ですね、その分来年に繰り越すという

ことで今年やらないということですので、それに伴ってうちの方もその分を500万円を負

担分を減額するというものであります。これも関係予算が21ページの方に出てまいりま

す。 

 それから、５目土木債240万円の補正であります。これにつきましては、町道避難路新

設事業ということで、これは緊急防災、それから減災債を充てるということで、中浜地

区の避難所であります。これも24ページの方に出てまいります。 

 それから、７目の教育債60万円の減額ですけれども、これも先ほど言いましたように

学校ＩＣＴ事業が事業確定したということで、それによる過疎ソフト分の減額でござい

ます。 

 それでは、歳出の方をご説明いたします。 

 14ページ、２款１項１目一般管理費、これは職員手当関係ですので説明は、職員手当、

共済費、役務費につきましては、ここに書いてあるとおりですので省略いたします。 

 それで、備品購入費ですが、庁用自動車310万円ということで、今、議会の方に配置さ

れております車あるわけですけれども、その車が平成12年に買った車で20万ｋｍぐらい

走ってるということで、今回、白神体験センターの方に配置替えしながら、そちらの方

の車として2000ｃｃクラスの車を今回買いたいということでございます。それに伴う公

課費1万5,000円、自動車重量税であります。 

 それから、６目の企画費は750万9,000円の補正であります。これも先ほどの町債のと

ころで出てまいりましたけれども、補助金として生活バス路線等維持費補助金、それか

らマイタウンバス維持費補助金でございます。 
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 それから電子計算費702万5,000円の補正であります。これの需用費の20万円ですけれ

ども、これは電算室あるんですけれども、それのエアコンの修理代でございます。それ

から、委託料のＬＧＷＡＮ機器の更新業務委託料ということで10万5,000円であります。

これはＬＧＷＡＮ、行政ネットワークの関係ですけれども、これ、前のものがですねほ

かの方からもらったもので古くて、今度は直すにしても部品がないとかそういう関係で

今回更新するというものでございます。それで、その次の備品購入費、18目ですけれど

も、672万円の補正ですが、事務用パソコン367万5,000円、それから今言いましたＬＧＷ

ＡＮ機器の一式の更新ということで304万5,000円であります。この事務用パソコンにつ

いては、職員の分についてはもうみんな更新済みなのですが、ＷｉｎｄｏｗｓのＸＰの

サポートの方がですね来年の４月９日で終了するということで、子ども園をはじめ臨時

職員分等について更新するというものでございます。 

 それから、９目の自治振興費５万円ですけれども、これは滝の間のコミセンを今建設

中ですけれども、その火災保険料であります。 

 それから、12目地域情報化事業費487万2,000円の補正ですが、先ほど雑入の所で出て

まいりましたけれども、蝙蝠淵地区の共同受信施設地上デジタル放送導入工事の分でご

ざいます。 

 その次の２款４項４目町長・町議会議員一般選挙費ですが、29万円の補正であります。

これは来春４月９日に行われます選挙に必要な分を補正したということでございます。

すいません。訂正いたします。来春４月20日の選挙の対応分でございます。 

 その次、３款１項１目社会福祉総務費304万9,000円の補正でありますけれども、これ

の旅費や役務費については、事業増等での旅費等の増加分であります。役務費につきま

しては、通信運搬費、これはその次の扶助費の300万円、灯油購入費助成金300万円あり

ますけれども、これも全協で説明しましたように生活弱者といいますか70歳以上の高齢

者世帯、それから重度障害者世帯、それから一人暮らし世帯、生活保護世帯等を対象に

約5,000円の600世帯を想定いたしましてその分をやるということで、その役務費は通知

分の郵便分というんですか、そういう感じでございます。 

 それから、２目の老人福祉11万5,000円の補正ですけれども、これは保険外治療の一部

助成事業ということで、当初35人分みましたけれども、需要が多くてですね59人ぐらい

になるんじゃないかということで、その不足分であります。はり・きゅう・あんま・マッ

サージ等に対する助成であります。 
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 それから、５目国民健康保険費25万6,000円の補正であります。これは人件費分であり

ます。 

 それから、６目の介護保険費663万2,000円の補正であります。これの一番上の方は軽

度生活援助事業委託料ということで、これも実績見込みが今年は、もう今現在でもう去

年を超えているということで、今後の見込みを立てながら20万円ぐらい必要だろうとい

うことで補正するものであります。 

 それと繰出金ですけれども、これにつきましては介護保険特別会計への繰出金であり

ます。 

 その次の３款２項１目の児童福祉総務費224万5,000円の減額であります。最初の報償

の18万円については事業確定、完了に伴うものであります。それから、負担金及び補助

ですけれども、これも先ほど歳入の所で出てまいりましたように、母子保護措置費負担

金ということで、先ほど言いましたように秋田の若草ハイムに入っていた人が出所した

ということに伴う支出であります。 

 それから、２目の子ども園費183万円の補正であります。これにつきましては、子ども

園の修繕料ということで、これは今建設している所じゃなくて、今ある５園のそれぞれ

の小破修理ということで50万円、それから役務費、火災保険料、これは今建てている新

しい子ども園の火災保険料であります。それから備品購入費、冷凍冷蔵庫、これが80万

円であります。これに関連した町債の方も先ほど13ページの方に出てきましたので、財

源変更しております。 

 それから、３款３項１目国民年金事務費６万円の補正ですけれども、これにつきまし

ては役務費３万3,000円、インターネット関係の利用料の増加分であります。そして償還

金利子でありますけれども、これもここに書いてあるとおり平成24年度国民年金事務費

交付金特別事業分の返還金であります。 

○議長（須藤正人君） 休憩いたします。１時に19ページの衛生費から開会したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

          午後 ０時００分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 ０時５６分 再  開 

○議長（須藤正人君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 19ページ、４款衛生費の説明からお願いいたします。伊藤副町長。 
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○副町長（伊藤 進君） それでは、19ページの４款衛生費からご説明申し上げます。 

 ４款１項１目保健衛生費１万7,000円の補正であります。これは普通旅費であります。 

 それから、５目の塙川健康センター管理費２万6,000円の補正ですけれども、これは灯

油代の燃料費でございます。 

 それから、７目の町営診療費10万5,000円の減額ですけれども、これはエックス線撮影

装置の落札額分の減額であります。 

 次に、６款１項１目農業施設費16万5,000円の補正ですが、これは石川地区の外林にあ

りますガラス温室の修繕に伴うものでございます。 

 それから、６款２項２目林業振興費36万3,000円の補正であります。これは松くい虫防

除委託料でございます。４件分、８本分であります。 

 ３目の林道整備費500万円の減額ですが、これは13ページの町債の所で減額出てきまし

たけれども、県営林道峰浜線の事業負担金の事業繰越による減額でございます。 

 それから、７款１項１目商工総務費９万9,000円の補正でありますけれども、これは人

件費、扶養・児童手当分でございます。 

 次の２目の商工振興費２万6,000円ですけれども、これにつきましても旅費が27万4,000

円の減額、これは事業完了に伴うものであります。役務費につきましては、手数料とい

うことで、これは販売促進ツールに係るものでございます。 

 それから、３目の観光費75万5,000円の補正であります。最初の修繕費ですけれども、

これはいろんな公共施設の冬期間の小破修理に伴うというか予測される補正でございま

す。それから13節委託料、生活環境保全林保育事業委託料でございますけれども、これ

も事業完了に伴うもので、御所の台の所の分でございます。それから、補助金ですけれ

ども、んめもの祭りの補助金が30万円減額、それから大館能代空港利用促進助成金100

万円の補正ですけれども、んめもの祭りについては９月に60万円補正していただいたん

ですけれども、県の方から県補助金で30万円来ましたので、その分減額するというもの

です。それから、大館能代空港につきましては、今まで当初・９月含めて150万円の予算

なんですが、利用者が多いということでもう100万円ぐらい見込んで補正したものであり

ます。 

 それから、４目の森林体験交流費40万円の減額ですけれども、これはぶなっこランド

区画線設置工事の減額ですけれども、これは近くでやった関連工事の方で手数料で払っ

たために、その分安く上がったということで40万円減額するものであります。 



 

- 39 - 

 それから、ポンポコ山公園管理費５万7,000円の補正ですけれども、需用費で光熱水費、

電気料分として19万9,000円、それから役務費、手数料として13万6,000円、これはバン

ガローのクリーニング代等であります。それから、使用料の所で事務機器分ということ

で27万8,000円の減額ですけれども、これは当初予定してあったものが緊急雇用対策事業

の方の対象になったということで、その分、一般財源分を減らすというものであります。 

 それから、７目の温泉管理費147万3,000円の補正ですけれども、需用費の光熱水費に

ついては、これは21万3,000円、電気料です。それから、源水ポンプ購入費ということで、

ハタハタ館の今あるポンプがオーバーホールの負荷でなかなか入れ替えも難しいという

ことで、新たに一つ購入するというものでございます。 

 その次の８款１項１目土木総務費10万3,000円の補正ですが、これは人件費であります。 

 それから、８款２項１目道路維持費、これは補正額はゼロですけれども、それぞれ原

材料費を役務費、使用料に今後の見込みを考えながら、それぞれ原材料費を減額して役

務費と使用料、材料費に充てるということでございます。 

 それから、２目の道路新設改良費41万7,000円の補正ですけれども、この中の委託料の

260万円の減額は、中浜地区の避難路測量等業務委託ということで、これは用地測量分が

いらなくなったための減額でございます。それから15節の工事請負費ですけれども、そ

の中浜地区の避難路新設工事が500万円、それから町道小入川岩館線法面保護工事という

ことで、これは300万円の減額ですけれども、これは来年度、当初町単でやる予定でした

けれども、来年度補助事業で対応するということで減額するものであります。それから、

補償費ですけれども、これは100万円ですけれども、横内中村線の改良に伴う水道管移設

に伴う補償費でございます。 

 それから橋梁維持費、３目ですけれども、680万円の減額ですが、これは小入川橋の補

修工事、それから山内新橋補修工事ということで、これも全額ですね来年度以降、長寿

命計画の中で対応するということで今回減額するものであります。次に、除雪費ですけ

れども1,468万円の補正であります。今後の除雪作業等を想定しながら、それぞれ旅費、

需用費、役務費、委託料、それから使用料ですね、それから公課費を補正するものであ

ります。 

 その次の８款５項１目住宅管理費ですけれども、1,000万円の補正ですが、これは先ほ

ど歳入の方の町債の方でも出てきましたけれども、住宅リフォームに関わる補助金であ

ります。 
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 それから、８款６項１目公園管理費24万2,000円の補正ですけれども、これは乗用の草

刈機の修繕料でございます。 

 教育費につきましては、後ほど教育長の方から説明いたしますので、30ページをご覧

ください。 

 11款１項１目の林業施設災害復旧費882万7,000円の補正であります。これは９ページ

の国庫補助金の所でもお話しましたように、林道塙線、母谷山線に伴うそれぞれ需用費、

委託料、工事請負費でございます。 

 それから、13款２項１目国県支出金返納金ですけれども84万7,000円の補正であります。

これは事業確定に伴うものでございますので、ひとつよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（須藤正人君） 千葉教育長。 

○教育長（千葉良一君） ご苦労様です。私の方から教育費につきまして、ご説明申し上

げます。 

 27ページになります。 

 10款教育費１項３目教育助成費の37万7,000円でございます。報償費につきましては、

スポーツ文化栄誉賞関連の報償費の補正をさせていただきました29万6,000円、これは当

初予算で30万円計上しておりましたけれども、今回、子どもたちの活躍でですね、八森

ブルーウエーブの全県優勝、全国大会出場と峰浜中学校の吹奏楽部が全県で金賞を受賞

されました。そのための表彰式用の賞状と賞品用として計上させていただいたものであ

ります。委託料の41万9,000円のマイナスでございますが、事業確定に伴う減額でござい

ます。備品購入費の50万円につきましては、ＩＣＴ備品として計上させていただきまし

た。これは今回導入した電子黒板を現在使っているわけでありますけれども、教科によっ

てはちょっと電子黒板の音声が低くて、英語の場合ですと特に高い方がいいということ

で、今回スピーカーを各学校に購入するということで計上させていただいたものであり

ます。各校10万円ずつの５校分50万円であります。 

 次に、教育費の中学校費であります。峰浜中学校費123万6,000円の補正でございます。

全協の時もお話しました本年度人事異動で４月に校務員が部局の方へ異動したために、

抜けた部分に臨時職員を採用しておりますけれども、本来６月議会にこの必要な費用を

補正するべきでありましたけれども、漏らしてしまいまして改めて計上させていただい

たものであります。お詫びして訂正させていただきます。 
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 次のページであります。 

 八森中学校費の84万円につきまして補正でございます。ランチルームの雨漏りの修理

と体育館の排煙窓の修理の費用として計上させていただいたものであります。84万円で

あります。 

 次に、社会教育費、あきた白神体験センターの管理費として105万3,000円を計上させ

ていただきました。これも全協でもご説明いたしました需用費として消耗品費と修繕料

として93万3,000円であります。これにつきましては、夏の海の体験のウエットスーツ、

非常に利用頻度が多くて、補修補修で使っていましたけれども、補修できない部分につ

いての補充と、また、非常に利用客も多くなってきましたので、少し補充しようという

ことで計上させていただいたものであります。また、修繕料につきましては50万5,000

円であります。これにつきましては、館内の防災モニターの故障に伴う修繕費とウエッ

トスーツの補修のための経費であります。役務費として12万円につきましては、通信運

搬費として計上させていただきました。白神山地世界遺産登録の20周年記念と秋田ＤＣ

等の対応で、ポスターやチラシの送料が不足したために計上させていただいたものであ

ります。 

 次のページ、保健体育総務費368万4,000円の減額であります。これは子どもたち、ブ

ルーウエーブの全国大会出場のために補正させていただいた金額から、残念ながら１回

戦で敗退した関係で、当初全協等でご説明申し上げた金額と同じでなく60万円ほど辛抱

したというか掛からなかった分を足して、今回マイナス補正をさせていただくものであ

ります。旅費の３万3,000円につきましては、当初応援バスを追加しようということで募

集いたしましたが、その人数にまとまらなくて中止をしました。これは職員を連絡用と

して添乗させようということで計上させていただいた３万3,000円の減額と、バス１台分

の借上料を減額したものであります。323万5,000円につきましては、スポーツ少年団の

補助金として全県大会へ出た時のマイナス分と全日本学童軟式野球大会に派遣した時の

補助金のマイナス分を合わせて、トータル368万4,000円であります。当初はですね補助

金につきましては524万1,700円を計上させていただきましたけれども、１回戦で敗退し

た、皆様にお示しした額からいきますと262万9,200円でありましたけれども、202万9,214

円かかったという実績に伴いまして、差し引いた分を計上したものであります。 

 ２目の学校給食共同調理場運営費95万円の減額であります。これは今回、学校給食配

送車を交換いたしました。その入札の差額が180万円マイナス分、それから給食施設備品
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として９月に衛生管理の点検がありまして、その時の指摘された部分の備品の購入費で

85万円を計上させていただいたものであります。 

 次に、体育施設管理費として10万3,000円の減額であります。備品購入費として計上し

たものから整備トラクターの備品、レーキであります。分かりやすく言うとくま手です

が、これの購入した分の差額であります。10万3,000円を計上させていただいたものであ

ります。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（須藤正人君） これより議案第116号について質疑を行います。質疑ありませんか。

３番柴田正高君。 

○３番（柴田正高君） 17ページの灯油購入費の助成についてお尋ねいたします。 

 全協でも説明いただいたんですが、２点ほどこうちょっと疑問に思った点がございま

したのでお尋ねいたします。 

 まず、支給対象となっている生活保護世帯を除いた70歳以上の高齢者で構成される世

帯、それから重度障害者世帯、それから一人親世帯の中にですね、町税の滞納者がおら

れるのかどうか。そして、もしこの中に町税の滞納者がおったとした場合、その方々に

もこの灯油の購入の補助を行うのかどうかということと、それからもう一点は、現金で

の支給だという説明でございましたので、見上議員も指摘しておりましたけれども、現

金支給だと灯油購入の目的以外で使用される心配がございます。町税を使って行う事業

でありますから、これが能代市のスーパーで食料品に化けたり、能代市のお医者さんに

かかって診療費に化けるという懸念も非常にございます。できればですね、灯油券みた

いなもので配って、それも町内の灯油取扱い業者でなければ使用できないという形にす

れば本来の目的が100％達せられると思うわけです。ただ、全協での説明では時間がない、

余計な経費が発生するというようなそういうお話でしたけれども、灯油の使用というの

は今や年間通じて使用されるわけです。何も暖房費だけに使用されるわけでなくて、そ

れこそお風呂の給湯だとか洗面所、それから台所の給湯等、年間通じて使用されるわけ

ですので、時間がないというのはちょっと乱暴な説明ではないかなと、こう感じました。

それから、当然、灯油券等でお配りするということは、それなりの費用はかかるわけで

すけれども、商工会のプレミアム商品券みたいなああいう立派なものにしなくてもです

ね、パソコンで打ったのに町長の公印でも押してそれを配れば、そんなに費用はかから

ないと私なりに思うわけですけれども、以上のような２点についてどのようにお考えに
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なっているのかご説明願います。 

○議長（須藤正人君） 当局の答弁を求めます。大高福祉保健課長。 

○福祉保健課長（大高伸一君） 柴田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 最初に、支給対象者の中に町税の滞納者がいらっしゃるかというご質問でございます

が、今回は予算を計上するために該当者がどのくらいいるかということだけの調査でご

ざいましたので、滞納者がいるかどうかは確認しておりません。今後、詳しい対象者を

絞っていくわけではございますが、可決後にその対象者の中にそういう滞納されている

方がいた場合、税務当局、あとは町長、副町長と協議しながら、どのような対応が一番

よろしいのか検討していきたいというふうに思います。今の段階では、ちょっとお答え

することは差し控えたいと思います。 

 次に、現金での給付ということでございました。給油券を作成して交付したらどうか

ということでございますが、あくまでも灯油が高止まりになっていまして、ここに該当

する世帯の方々の生活等々に不安を感ずるような状態であるというふうに考えておりま

す。その世帯の福祉の向上のために、速やかに申請を受付まして、そして振り込みによ

り交付したいということが最初の目的でございますので、特に時間がないというふうな

形ではなく、その偽造防止とか簡単ということではございますが、これが一番いいとい

うふうに判断して現金給付にいたしております。 

 以上であります。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。３番柴田正高君。 

○３番（柴田正高君） そうすればですね、本来の灯油購入という目的以外に使用される

というおそれに対して、どのようにお考えになっているのかご説明ください。 

○議長（須藤正人君） 当局の答弁を求めます。伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 進君） ちょっとその今、現金支給それから、それ以外の支給の方法と

いうことで今、柴田議員からあったんですけれども、これはあくまでもやったお金で灯

油買えとかという論理でなくて、要はその高齢者世帯でも何でも、要するに冬期間です

ね、燃料代として灯油はある程度灯油代かかるだろうと。そのうちのかかる分の5,000

円分を町で補助するという考えですので、やったお金で必ず灯油を買わなくちゃいけな

いのかという論理じゃなくてね、そのうちで要するに年間例えば３万円なら３万円灯油

代かかったうちの5,000円分を補助するという考えですので、いたずらにそこのところは

券でやるとかそういう面倒くさいことをやらなくても、いずれ町では5,000円分補助するん
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だということで理解していただければなというふうに思います。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。３番柴田正高君。 

○３番（柴田正高君） 今の副町長の説明だと、必ずしも灯油を買えということで補助す

るんじゃないと、こういう説明だったんですが、ここに灯油購入費補助とちゃんとうたっ

ているんですね。それで灯油買わなくてもいいというと、何かこうちょっと私ら、これ

を審議する場合に、何なのかということの感じを受けるわけですけれども、だからこの

本来の目的でね100％まず灯油が、100％灯油購入費に使われるようなやっぱり仕組みに

するべきではないかなと、こう思うわけですよ。それこそ現金支給だと、能代へ行って

スーパーで食料品になるかもしれないし、それこそ医者の診療費になるかもしれない、

そういうお金に色ついてませんので、本来の目的からかけ離れた使用の仕方をされるの

ではないかなと。そうであれば、100％本来の目的に沿った使われ方をするような措置を

講ずるべきではないかなと、こういうことを申し上げているわけです。 

○議長（須藤正人君） 休憩します。 

          午後 １時２０分 休  憩 

………………………………………………………………………………………………………… 

          午後 １時２３分 再  開 

○議長（須藤正人君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 加藤町長から説明をお願いします。 

○町長（加藤和夫君） それでは、ご説明をいたします。 

 いずれ灯油助成ということで今回出した背景にはですね、例年と比べて灯油の単価が

非常に上がっていると、それに伴ってやっぱり各家庭の暖房費も上がっているので、例

えば普段３万円かかってあったものであれば今年は４万円かかるかもしれない、そうい

う値上がっている部分の一部をですね助成をしたいという趣旨でありますので、札には

色はついていないわけですけれども、そういう趣旨を理解して使ってもらえるようにで

すね話をしながら助成をしていきたいというふうに思っています。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。９番山本優人君。 

○９番（山本優人君） 歳出の総務管理費の電子計算機費、今回、事務用パソコンで35台

ですか買うことになっているわけですけれども、いろいろ事務改善とか事務をスムーズ

にするためにということと、今までのパソコンのソフトが古くなって取り替えようとい

うことだと思うわけですが、今後ですね、もっとこういう電子設備を生かして事務的な
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改善をしていくためにはいろんな方法があるわけですが、最近非常に注目を浴びている

のが公共施設でのですねＷｉ－Ｆｉの通信なわけですよ。これ今、各自治体、それから

もちろん大手の民間の施設なんかはですね、この無線でですねいろんな情報を取れると

いうふうな形態になっておりまして、今回35台取り替えるに当たってですね、今回の補

正には間に合わないわけですが、来年度新年度予算の中でですねこの事務用パソコンを

十分に活用できるようにＷｉ－Ｆｉの通信の機器の整備をすることを考えてもらいたい

なと思うわけですが、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（須藤正人君） 当局の答弁を求めます。武田企画財政課長。 

○企画財政課長（武田 武君） 日本のインフラで今おくれているのがＷｉ－Ｆｉ機能だ

ということでマスコミ関係でも言っております。東京においては空港、それから主な駅

関係には整備されてきております。町の方では、来年、過疎のソフト関係、これをにらん

でですね庁内関係のＬＡＮ整備、それらと伴ってＷｉ－Ｆｉを各公共施設に設置、一般

の公共Ｗｉ－Ｆｉですね、その整備を今計画しております。当初予算で事業関係を十分

もみながら来年度の事業として取り上げたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いします。 

○議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。２番見上政子さん。 

○２番（見上政子さん） まず、ちょっといろいろありまして３点についてまず伺います。 

 ９ページの県補助金、マイタウンバスの補助金ですけれども、歳出の方にも出てきま

すが、マイタウンのこのバスの通路ですけれども、こういうのを検討する交通何とかかん

とか会議っていうのは多分あるんでないかと思うんですが、岩館から出発した場合に役

場を通って、それで峰浜地区を通ってバスが行くんですけれども、中にはあまりにもそ

の何ていうか曲がり曲がりの道路で気持ち悪くなるっていうふうな、もうバスさ乗らねっ

ていうふうな人もいますのでね、能代市まで直通、峰浜地域は峰浜地域で通っていける

ようなそういうバス路線を会議の中で話していただけないでしょうかというふうな、関

連して質問します。 

 それから、13ページですけれども、中浜地区の避難道路新設事業ですが、これ、詳し

く何か説明聞いていないような気がするんですけれども、どの辺の地域に、どのような

避難路をつくるのか説明してもらいたいと思います。 

 それとですね、先ほどから上がってます灯油購入の助成制度ですけれども、柴田議員

の質問の中にありました税金を滞納している場合、それをどのように考えているのかと




